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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２８年１０月１７日（平成２８年（行個）諮問第１５４号） 

答申日：平成２９年６月１９日（平成２９年度（行個）答申第４４号） 

事件名：本人からの労働相談に係る文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分については，別表２の５欄に掲げる部分を開示

すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，埼

玉労働局長（以下「処分庁」という。）が平成２８年７月８日付け埼玉労

働局個開第２８－７５号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書，意見書１及び意

見書２の記載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   裁判に使う為に必要である。監督管のミスを印ぺいしているから，出

せない。 

   処理経過を記入している監督官のミスについて書かれていない。（Ｈ

２７．特定月Ｂ） 

   報告を受けている事が全くのっていない。１つ１つのミスに対し，い

つしゃざいしたのかのっていない。 

〇特定月Ａ特定日 a の相談票 

 技術手当 ７，０００円なのに作業手当 １０，０００円になっ

ている。 

 作業手当と言い間違えの可能性大。 

 何故１０，０００円なのか？ 

〇特定月Ｃ特定日ｂ 相談票 

 有給休暇は自分から請求しない人には勝手にあてがわれてしまう。 

 何故言った事とちがうのか？ 
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 これでは，申告という情報を言う意味がない。 

〇特定月Ａ特定日 a の相談票（上記に書いた手当のと同じ） 

 有給休暇について 

〇特定月Ｃ特定日ｂ（有給のと同じ） 

 処理状況意見 

 解雇予告手当金を支払う意志は，あるから法違反にはならない。 

 期日を早める事はできないといっていたのは，なぜ記入されてい

ないのか？ 

〇特定月Ｃ特定日ｃ来署 

 （特定月Ｃ特定日ｂ）相談票 １０－３７ 

 見た人等のハンコが押してあるが，決裁らんのハンコの人に対し

解雇予告手当金の返還請求について，気付かなかったのか？ 

〇特定月Ｃ特定日ｃ １０－３８ 

 同上 

この用紙，全て平成２７年 

 

健康診断の情報について， 

人数が集まらないとバスが来ないという理由 

来年はやるか（Ｈ２７．特定月Ｄ～Ｈ２８．特定月Ｂ）といわれた

ことを言ったがのっていない。 

聞いた情報を把握していない為，同じ回答を聞いてもそのまま。 

いきさつがわかるように非開示部分も出してほしい。 

Ｈ２８．特定月Ｅ特定日ｄ 処理経過 

監督管自身が会社に渡したメモをそのまま会社が送ってきた事を，

記入されていない。  

     だから特定月Ｆ特定日ｃ会社にいった時のメモをまた会社がそのま

ま送る。 

監督管自身のミスなのに，会社が送ったからなどという事になった

り，する。 

    Ｈ２８．特定月Ｂ特定日ｅ 処理経過 

 解雇予告手当金しか記入されていないのは何故か。 

 Ｈ２８．特定月Ｆ特定日ｆ 処理経過 

  ⑤日付がちがう 

   回答も 

  ②の回答でこの時初めて謝罪が出てきた。 

  （ただしミスしたおかげで得しただろうとも取れるもの） 

申告処理台帳 Ｈ２８，２２号 

 受り ２８．特定月Ｄ特定日ｇ 処理着手 Ｈ２８．特定月Ｄ特
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定日ｈ 

 監督管のミスが書かれていないのは何故なのか？ 

Ｈ２８．特定月Ｇ特定日ｉ 

 計算間違いの発覚したときからの上司の指導はいつからなのか？ 

 ２８．特定月Ｆ特定日ｆの回答ではじめて出てきたが， 

以上のミスについても謝罪についてもＨ２８．特定月Ｆ特定日ｆの

回答しかないのは何故なのか。 

完全なミスのいんぺいである。 

非開示の部分に記入されているのであれば，開示。記入されていな

ければ，非開示の中にはないとの回答がほしいです。 

何故，処理経過や申告処理台帳に書かれないのか？   

（２）意見書１ 

   別表の項・不開示部分のページ数について 

わからない為，どこなのか，わかるように，何の何なのか，わかるよ

うに出せ。 

２４２枚しか受け取っていない。 

保有個人情報非該当が１０枚ないと２５２枚にならないのに，１２６

項・２４７項・２４９項・２５０項・２５２項の５枚だと全て受け取っ

ていない。 

（３）意見書２ 

   特定労働基準監督署において，相談なりしたときにデタラメな事を言

い，違反であるにもかかわらず，違反ではない。法律とは，ちがう回答

をしている。そして申告すると正しく処理し，ｘのしたミスをミスとし

て処理しない。 

   しゃざいもない，責任者もミスをはあくできない。 

   事実をねじまげられてしまっている。ミスに対して，一切きさいされ

ない事，自体，国がいんぺいをしている事，への証拠ではないのか。 

   ミスをしてもみとめない，しゃざいしないというのは，あきらかに職

務たいまん，ミスのいんぺいである。 

   いはんであるにもかかわらず，いはんではないといわれ申告させても

らえなかった。 

   平成２７年特定月Ｈと平成２８年特定月Ｆのりんけん月末での支払い

が２度あったが，２度ともかんとくかんのメモが会社から送られてきた。

その指導通りに会社は支払ったと主張している。２度の指導が行われて

いて，２度とも同じミスをしているにもかかわらず，それをかくすとい

うのは，おかしい。そして３度目には会社が「指導を拒比しているから，

これ以上できません。あとは，民事でやってくれ」とそれだけでは，納

得いかない。なぜ，かんとくしょ自体がミスをいんぺいし，ミスがなく，
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民事でやれといわれなければならないのか。 

   はっきりさせるためにも何を指導したのか，はっきりさせる必要があ

る。実際にＡのせいで平成２６年特定月Ｅから特定月Ｄまでの分は，け

っきょく支払われないものがある。 

理由イについて 

    その理由について開示されないのならば，ある程度でも，処理経過

にも記入すべきである。記入されていないのであるならば，開示しな

いのは，単にミスをいんぺいするための目的としておかしいと主張す

る。 

    ウについて，こちらが申告した内容の，支払われた分に対し，何も

記入されていなければ，開示されて当然である。 

    りんけんをして判明した事実について，こちらが申告したことや，

情報提供した事，りんけんによって分かった残業代金の未払い分など，

記入されていないので，それならば，開示されないのが，おかしい。 

    労基法２０，２２，２３，２４，２６，３２，３４，３７，１５条，

健康診断 

（３）について  

    あくまでも一切，記入せずに，事実をねじまげ，ミスに対しても，

きちんとしゃざいすらしていない為，きちんと開示すべきである。 

ミスをいんぺいするための目的としてやっているのが明確である。 

２７ページ 相談票 ２７．特定月Ｃ日特定日ｊ ２枚目 

     解雇予告手当金について会社が月末に支払うといっている以上い

はんとはならないと，言われた事が書かれていない。 

その為開示されていない部分がある為にぎもん。 

５９ページ ２７ページと同内容 

９９ページ 申告処理台帳 受理年月日（２７．特定月Ｃ日特定日

ｆ） 

処理けいかに記入されていない。２０条はいはんではないと言わ

れ，申告させてもらえなかった。なのに，勝手に申告され，何もい

われていない。 

      ２３条については，解雇予告手当金を２３条で請求してみたらと

かんとくかんの〇〇（判読不能）により請求し，かんとくかんに言

われたとおり会社から〇〇（判読不能）取った日から７日間がすぎ

たから申告した。 

      口座振込をせい求したが会社が口座わからないなどという理由。

でこれからは期日を守るようにと電話で聞いていたが，いはんでは

ないのは，何故なのか，おかしい。 

      ここでもかんとくしょのデタラメで迷わくだ。 
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     １０１ページ 処理経過 ２７．特定月Ｃ特定日ｋ 

      内容によっては開示すべきなのでは？と， 

     １０２ページ 処理経過 ２７．特定月Ｉ特定日ｌ 

      りんけんなので，不開示だが，処理経過等のせていない〇〇（判

読不能）等必要なものがあるべきでは？ 

     １３４ページ ２７，５９ページと同じ内容 

     ３９，１４０ページ かんとくふくめいしょ，ぞくし かんとく年

月日２７．特定月Ｉ特定日ｌ 

      労働時間に関しても，きちんとこちらは申告したくても，一切さ

せてもらえなかった。情報ていきょうという形にさせられたもので

ある。 

      なので，不開示はおかしい。 

      署長判決らんにしても，内容がきちんとしていないものに判決

をして処理されるのはおかしい。 

      ２０条，２３条についてのいはんはどうなのか。 

      特定月Ｉ特定日ｍ以降に作成された分書なのか？ 

    １４２ページ 申告処理台帳 受理２７．特定月Ｈ特定日ｎ 

     現在今だに支払われていないにもかかわらず，完結されている事

がおかしく，開示しないのはおかしい。 

    １４５ページ 処理経過 ２７．特定月Ｈ特定日ａ 

     ミスにつながるりんけんを開示しないのはおかしい。     

    １４７ページ 処理経過 ２７．特定月Ｅ特定日ｏ 

     ミスにつながるりんけんを開示しないのはおかしい。   

    １４８ページ 処理経過 ２７．特定月Ｅ特定日ｐ ２７．特定月

Ｅ特定日ｅ 

     特定月Ｅ特定日ｐには面会電話し，デタラメな事を文句言ったは

ずである。 

     特定月Ｅ特定日ｅには，けんこうしんだん等ははなしたはずであ

る。 

     かんとくしょの職ムタイマンをかくすのが目的か。 

    １４９，１５０，１５２  

     かんとくしょのしょくむたいまんか。 

     １５３ページ 内容により開示すべきでは？ 

     １５６ページ りんけんを不開示にするのはかんとくしょのミスい

んぺいである。 

     １５９ページ 特定月Ｆ特定日ｆの分についてＦＡＸを送ったのは

きいている。 

            特定月Ｄ特定日ｌについては，１円不足ではないの
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か。 

     １６０ページ 特定月Ｄ特定日ｌに連休後支払うと会社が，言って

いたとかんとくかんからきいた。その件ではないの

か。 

     １６３，１６４ 不開示にするいみわからず。 

     Ｐ．１７４，１７５ 不開示にすることによりミスをいんぺいして

いる。 

               デタラメな事が書かれている以上，不開示は

不当である。 

               （かんとくふくめいしょぞくし かんとく年

月日２７．特定月Ｈ特定日ａ） 

     １７６，１７７ページ ぜせいかんこくしょ ２７．特定月Ｈ特定

日ａ 

かんとくしょがみとめないミスのいんぺいがあるため為，明らか

にすべきである。 

２１０ページ 完結〇〇（判読不能）いない為区分とは？ 

     処理経過 特定月Ｄ特定日ｈ，特定月Ｄ特定日ｏ，特定月Ｄ特定日

ｑ，特定月Ｄ特定日ｒ，特定月Ｄ特定日ｍ，特定月Ｇ特

定日ｓ 

 ミスいんぺいによる不開示か。 

          特定月Ｄ特定日ｃ ミスにつながる不開示するのはのは

おかしい。 

     かんとくふくめいしょ，ぞくし（２４４，２５５ページ？） 

      こちらが申告しても開示されないのはおかしい。 

    他真黒で開示されていないものの中にも，ミスをいんぺいするのを目

的として開示しないと言われる事のないよう開示して下さい。 

   （添付資料省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，原処分において不開示とした部分のうち下記

２（３）に掲げる部分については新たに開示した上で，その余の部分につ

いては，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イの規定に基づき，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

２ 理由 

（１）対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，特定労働基準監督署において作成された審

査請求人からの労働相談に係る関係書類及び審査請求人から特定労働基

準監督署に対して行われた特定事業場において労働基準法（昭和２２年
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法律第４９号）等の違反があるとした情報提供による申告処理に係る関

係書類であり，別表に掲げる文書番号１ないし６の文書（以下，第３に

おいては「対象文書」という。）である。 

このうち，対象文書５の１４１頁，２０２頁，２４６頁，文書番号６

の２４８頁，２５１頁については，原処分において保有個人情報非該当

とされたものであるが，本件審査請求を受け，諮問庁において対象文書

の確認を行ったところ審査請求人個人を識別できる個人情報が含まれて

いることから，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するものと

判断した。 

なお，以下のア及びイに記載する情報は，審査請求人の個人に関する

情報ではなく，さらに審査請求人を識別できる情報が含まれていないこ

とから，審査請求人を本人とする保有個人情報には該当しない。 

   ア 担当官が作成又は収集した文書（別表１の１欄の１） 

別表１の１欄に掲げる１については，専ら業務処理上必要な情報で

あり，審査請求人個人を識別できる個人情報が含まれていないため，

審査請求人を本人とする保有個人情報には該当しない。 

イ 特定事業場から労働基準監督署へ提出された文書（別表１の１欄の

２） 

別表１の１欄に掲げる２は，特定事業場から労働基準監督署へ提出

された文書であるが，当該文書には，審査請求人個人を識別できる

情報が含まれていないことから，審査請求人を本人とする保有個人

情報には該当しない。 

（２）不開示情報該当性について 

   ア 労働相談に係る文書（対象文書１） 

労働相談に係る文書は，労働基準監督署において，労働関係の相談

を受けた際に，その内容を記録するために作成される文書等である。 

別表２の２欄に掲げる通番１には，労働基準監督官の調査手法及び

対応方針等の決定の基礎となった情報が記載されており，当該情報

が開示されれば，調査手法等が明らかになり，調査に必要な資料の

隠蔽が容易に行われるおそれがあるなど労働基準監督官の行う監督

指導業務において，正確な事実を把握できなくなり違法行為の発見

が困難になるなど，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あることから，法１４条７号イに該当するため，不開示とすること

が妥当である。 

イ 申告処理台帳及び申告処理台帳続紙（対象文書３） 

労働基準法等関係法令では，労働者は，事業場に同法令の違反があ

る場合においては，労働基準監督官に申告することができることと

されている。労働基準監督官が申告を受理した場合，対象となる事
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業場に対し臨検監督等の方法により，労働基準法等関係法令違反の

有無を確認し，違反等が認められた場合には，その是正を指導して

いるところであるが，申告処理台帳及び申告処理台帳続紙は，かか

る申告事案の処理状況及びその経過が記載された文書である。 

対象文書３の申告処理台帳続紙の処理経過欄の記載のうち，なお不

開示とした部分には，労働基準監督官が面接した人物，当該事案に

対する被申告事業場の見解，労働基準監督官が行った被申告事業場

に対する指導内容，担当者の意見，処理方針等が記載されている。 

別表２の２欄に掲げる通番５及び通番６は，労働基準監督官が認定

した事実に基づいた具体的な記述であり，申告者である請求人が知

り得る情報であるとは認められず，これらの情報を開示すると当該

事業場の情報が明らかとなり，取引関係や人材確保の面等において

当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があることから，これらの情報は，法１４条３号イに該当するため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

また，特定事業場が特定労働基準監督署との信頼関係を前提として，

労働基準監督官に対して開示しないことを条件として任意に提供さ

れた事業場の実態等に関する情報が記載されており，通例として開

示しないこととされているものであるため，法１４条３号ロに該当

し，不開示とすることが妥当である。 

別表２の２欄に掲げる通番４ないし通番６は，これらの情報が開示

されることとなれば，申告処理における調査の手法が明らかになり，

労働基準監督官の行う検査等に関する事務に関し，正確な事実の把

握を困難にし，また，違法行為の発見が困難になるなど，検査事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては犯罪の予防に

支障を及ぼすおそれがあることから，これらの情報は，法１４条５

号及び７号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

別表２の２欄に掲げる通番６は，審査請求人以外の個人に関する情

報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別することができる

情報が含まれており，当該情報は，法１４条２号に該当し，かつ同

号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を維持

して不開示とすることが妥当である。 

ウ 監督復命書及び続紙（対象文書４） 

監督復命書及び続紙は，労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等

を行った際に，事業場ごとに作成される文書である。 

ａ 監督復命書の「参考事項・意見」欄 

別表２の２欄に掲げる通番８の監督復命書の「参考事項・意見」
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欄のうち，なお不開示とした部分には，臨検監督を実施したことに

より判明した事実，指導内容，担当官の意見等，所属長に復命する

ために必要な情報が記載されている。これらの情報は，労働基準監

督官が認定した事実に基づいた具体的な記述であり，審査請求人が

知り得る情報であるとは認められないことから，これらの記載が開

示されることとなれば，事業場の信用を低下させ，取引関係や人材

確保の面等において当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

また，当該文書には，法人に関する情報が含まれており，労働基

準監督署の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供された

ものであって，法人等又は個人における通例として開示しないこと

とされているものであることから，法１４条３号ロに該当するため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

一方，労働基準法等には，労働基準監督官の臨検を拒み，妨げ，

もしくは忌避し，その尋問に対して陳述せず，もしくは虚偽の陳述

をし，帳簿書類の提出をせず，又は虚偽の記載をした帳簿書類を提

出した者には罰則が設けられているが，これらの規定は，刑事罰に

よる威嚇的効果により臨検監督の実効性を間接的に担保するもので

あり，直接的又は物理的な強制力を伴うものではない。また，労働

基準監督官が，労働基準法等関係法令違反の事案を確認した場合，

直ちに強制力を有する司法上の権限を行使するのではなく，まず，

当該違反について強制力を有しない行政指導である是正勧告を行い，

当該事業場から自主的な改善の報告を受けて当該違反の是正確認を

行うなどの方法により，労働基準法等関係法令の履行確保を図るこ

とを基本としている。 

このように，労働基準監督官による臨検監督において，事業場の

実態を正確に把握し，労働基準法等関係法令違反の事実を迅速に発

見して改善を図らせるため，事業場の任意の協力は不可欠なもので

ある。 

このため，これらの情報が開示されることとなれば，特定事業場

の関係者が労働基準監督官の実施する臨検監督における行政指導に

対して消極的な対応になるとともに，不利益となる情報等が審査請

求人に開示された場合の影響等を憂慮するあまり，真実や率直な意

見等を述べることを差し控え，また関係資料の提出を拒むなど任意

の協力が得られなくなり，その結果，労働基準監督官が行う監督指

導業務等において，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，

ひいては，労働者の権利を速やかに回復し，その救済を図ることが
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困難になるおそれがある。 

また，これらの情報には，担当官の意見や行政の判断の基礎とな

る情報が記載されており，これらの情報が開示されることとなれば，

労働基準監督官の意思決定の経過等が明らかになるため，検査事務

という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼし，ひい

ては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。 

以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イ

及びロに該当することに加え，同条５号及び７号イにも該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

ｂ 監督復命書の「参考事項・意見」欄以外の部分 

別表２の２欄に掲げる通番８の監督復命書の「参考事項・意見」

欄以外の部分には，労働基準監督官が臨検監督を実施したことによ

り判明した事実，事業場への指導内容等の行政措置に係る情報等が

記載されている。これらの情報は，労働基準監督官が認定した事実

に基づいた具体的な情報であり，審査請求人が知り得る情報である

とは認められないことから，これらの記載が開示されることとなれ

ば，事業場における信用を低下させ，取引関係や人材確保の面等に

おいて当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあることから，法１４条３号イに該当するため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

また，当該文書には，法人に関する情報が含まれており，労働基

準監督署の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供された

ものであって，法人等又は個人における通例として開示しないこと

とされているものであることから，法１４条３号ロに該当するため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

さらに，これらの情報には，特定事業場が特定労働基準監督署と

の信頼関係を前提として，労働基準監督官に対して明らかにした事

業場の実態に関する情報が記載されている。これらが開示されるこ

ととなれば，当該事業場を始めとして事業場と労働基準監督官との

信頼関係が失われ，今後労働基準監督官に対する関係資料の提出等

について非協力的となり，また，労働基準監督官の指導に対する自

主的改善についても意欲を低下させ，さらにはこの結果として法違

反の隠蔽を行うなど，検査事務という性格を持つ監督指導業務の適

正な遂行に支障を及ぼすものであり，ひいては犯罪の予防に支障を

及ぼすおそれがある。 

以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イ

及びロに該当することに加え，同条５号及び７号イにも該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 
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このほか，別表２の２欄に掲げる通番９は，審査請求人以外の個

人に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別する

ことができる情報であり，当該情報は，法１４条２号に該当し，か

つ同号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

   エ 担当官が作成又は収集した文書（対象文書５） 

対象文書５のうち，是正勧告書（控）は，労働基準監督官が事業場

に対し臨検監督を行った際に，労働基準法等関係法令に違反があっ

た場合，その違反事項について是正すべき旨を記して，当該事業場

に対して交付する是正勧告書の控えである。 

対象文書５のうち，指導票（控）は，労働基準監督官が事業場に対

し臨検監督を行った際に，法違反に該当しない事項について指導を

行う際に当該事業場に対して交付する指導票の控えである。 

対象文書５のうち上記以外の資料は，審査請求人の割増賃金の未払

額について担当官が計算を記載した文書及び特定事業場から提供さ

れたタイムカードをもとに担当官が作成した審査請求人の労働時間

に係る文書である。 

別表２の２欄に掲げる通番１０及び通番１１には，被申告事業場の

労働者に対する労働基準法等関係法令の違反内容，是正の期限の情

報等が記載されており，これらの情報は，労働基準監督官が認定し

た事実に基づいた具体的な記述であり，申告者である審査請求人が

知り得る情報であるとは認められないことから，これらの情報が開

示されることとなれば，当該事業場の情報が明らかとなり，取引関

係や人材確保の面等において当該事業場の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに該

当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

また，これらの文書には，法人に関する情報が含まれており，労働

基準監督署の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供され

たものであって，法人等又は個人における通例として開示しないこ

ととされているものであることから，法１４条３号ロに該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

さらに，これらの情報には，特定の事業場が労働基準監督署との信

頼関係を前提として，労働基準監督官に対して明らかにした事業場

の実態に関する情報が記載されていることから，これらの情報が開

示されることとなれば，当該事業場を始めとして事業場と労働基準

監督官との信頼関係が失われ，今後労働基準監督官に対する関係資

料の提出等について非協力的となり，また，労働基準監督官の指導

に対する自主的改善についても意欲を低下させ，さらにはこの結果



 

 12 

として法違反等の隠蔽を行うなど，検査事務という性格を持つ監督

指導業務の適正な遂行に支障を及ぼすものであることから，法１４

条７号イに該当し，加えて，対象文書５の①については，犯罪の予

防に支障を及ぼすおそれもある。 

以上のことから，これらの情報は，法１４条３号イ及びロ，５号並

びに７号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが

妥当である。 

このほか，別表２の２欄に掲げる通番１２は，審査請求人以外の個

人に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別する

ことができる情報であり，当該情報は，法１４条２号に該当し，か

つ同号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

オ 特定事業場から労働基準監督署へ提出された文書（対象文書６） 

別表２の２欄に掲げる通番１５には，当該事業場の内部管理等に関

する情報が記載されていることから，これらの情報が開示されるこ

ととなれば，事業場の内部情報が明らかとなり当該事業場の取引関

係や人材確保の面等において，当該事業場の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあることから，これらの情報は，

法１４条３号イに該当する。 

また，これらの情報は特定事業場が特定労働基準監督署との信頼関

係を前提として，労働基準監督官に対して開示しないことを条件と

して任意に提供された事業場の実態に関する情報が記載されている

ことから，これらの情報が開示されることとなれば，当該事業場を

始めとして事業者と労働基準監督官との信頼関係が失われ，今後労

働基準監督官に対する関係資料の提出等について非協力的となり，

また，労働基準監督官の指導に対する自主的改善についても意欲を

低下させ，さらにはこの結果として法違反の隠蔽を行うなど，検査

事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼすも

のであり，犯罪の予防に悪影響を及ぼすおそれがある。 

以上のことから，これらの情報は，前段で述べた法１４条３号イに

該当することに加え，同条３号ロ，５号及び７号イに該当するため，

不開示とすることが妥当である。 

（３）新たに開示する部分について 

別表２の２欄に掲げる通番２，通番７，通番１３及び通番１４につい

ては，法１４条各号に定める不開示情報に該当しないため，新たに開示

することとする。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は「いきさつがわかるように非開示部分も出してほしい」，
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「完全なミスのいんぺいである」等と主張してその開示を求めているが，

上記２で述べたとおり，法１２条に基づく開示請求に対しては，開示請求

対象保有個人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示，不開示の判断をし

ているものであり，請求人の主張は本件対象保有個人情報の開示決定の結

論に影響を及ぼすものではない。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，上記２（３）で開示することとした部分については新たに開示した上

で，その余の部分については，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに

７号イの規定に基づき，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。  

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年１０月１７日 諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２７日       審議 

   ④ 同日          審査請求人から意見書１を収受 

   ⑤ 同年１１月７日     審査請求人から意見書２及び資料を収受 

   ⑥ 平成２９年５月２５日  本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑦ 同年６月１５日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，別紙に記録された保有個人情報であり，具体

的には，別表２の１欄に掲げる文書１ないし文書６に記録された保有個人

情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及びロ，５号

並びに７号イの不開示情報に該当するとして不開示とする原処分を行った

ところ，審査請求人は，不開示部分の開示を求めている。 

これに対し，諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分のう

ち，一部を新たに開示した上で，その余の部分については，なお不開示と

すべきとしていることから，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏ま

え，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分の保有個人情報該当性及

び不開示情報該当性について，以下，検討する。 

 ２ 保有個人情報該当性について 

   諮問庁は，別表１に掲げる文書に記録された情報については，審査請求

人の個人に関する情報ではなく，さらに，審査請求人を識別することがで

きる情報が含まれていないことから，審査請求人を本人とする保有個人情

報には該当しないと説明している。   
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当審査会において見分したところ，当該部分には，審査請求人の氏名そ

の他の審査請求人を識別することができる情報の記載は認められない。そ

こで，当該部分がその内容等に照らして審査請求人を本人とする保有個人

情報に該当するか否かについて検討する。 

 （１）別表１の１欄に掲げる１について 

ア １２６頁及び２４７頁 

     当該文書は，特定労働基準監督署の業務処理上必要な情報として通

常から保有しているものを資料として添付したものと認められる。 

当該文書に記録された情報は，その作成又は取得の目的等を考慮し

ても，他の情報と照合することにより，申告人である審査請求人を

識別することができることとなる情報であるとは認められない。 

したがって，当該情報は，審査請求人を本人とする保有個人情報に

該当するとは認められない。 

イ １７６頁及び２４６頁の「是正確認」欄 

当該部分は，是正勧告書（控）の確認のため専ら業務処理上必要な

情報であって，審査請求人本人を識別することができることとなる

情報であるとは認められない。 

したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に

該当するとは認められない。 

 （２）別表１の１欄に掲げる２について 

当該文書は，労働基準監督官が収集した文書であるものの，当該文書

に記載された情報が，その取得の目的等を考慮しても，他の情報と照合

することにより，審査請求人本人を識別することができることとなる情

報であるとは認められない。 

したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該

当するとは認められない。 

 ３ 不開示情報該当性について 

 （１）別表２の５欄に掲げる部分について 

   ア 通番１ 

当該部分は，審査請求人からのあっせん申請を受け付けた労働基準

監督署からあっせんを行う労働局への連絡に係る記載であって，こ

れを開示しても，労働基準監督機関の調査手法等が明らかになり，

調査に必要な資料の隠蔽が容易に行われ，労働基準監督機関の行う

監督指導業務において，正確な事実を把握できなくなり違法行為の

発見が困難になるなど，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当せず，開示すべき

である。 
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  イ 通番４ 

当該部分は，労働局と労働基準監督署の間であっせんに係る連絡が

あった旨の記載であって，これを開示しても，労働基準監督機関が

行う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそ

れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困

難にするおそれがあるとは認められず，犯罪の予防に支障を及ぼす

おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある

とも認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条５号及び７号イのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

  ウ 通番５及び通番８ 

    当該部分は，いずれも原処分で開示されている申告処理台帳の処理

経過欄の記載及び諮問庁が新たに開示する部分から明らかな情報であ

り，これらを開示しても，当該事業場の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれ，労働基準監督機関の行う検査等に係る事務

に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当

な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは

認められず，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長

が認めることにつき相当な理由があるとも認められない。また，行政

機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたものと

も認められないことから，法１４条３号イ及びロ，５号並びに７号イ

のいずれにも該当せず，開示すべきである。 

  エ 通番６ 

    当該部分は，特定の個人を識別することができるものとは認められ

ず，また，これを開示しても，審査請求人以外の個人の権利利益を害

するおそれがあるとは認められない。また，原処分で開示されている

申告処理台帳の処理経過欄の記載から明らかな情報であり，これを開

示しても，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれ，労働基準監督機関の行う検査等に係る事務に関し，正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは認められず，犯

罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることに

つき相当な理由があるとも認められない。また，行政機関の要請を受

けて，開示しないとの条件で任意に提供されたものとも認められない

ことから，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

  オ 通番１１ 

    当該部分は，原処分で開示されている申告処理台帳の処理経過欄の
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記載及び諮問庁が新たに開示する部分から明らかな情報であり，これ

を開示しても，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれ，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは認められな

い。また，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提

供されたものとも認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イ及びロ並びに７号イのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分について 

  ア 通番１の不開示部分 

    当該部分は，相談及び監督に係る労働基準監督署の処理方針及び意

見が記載されており，審査請求人の知り得る情報であるとは認められ

ず，これを開示すると，労働基準監督機関が行う相談及び監督におけ

る調査の手法・内容等が明らかとなり，労働基準監督機関が行う検査

等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそ

れがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

  イ 通番４の不開示部分 

    当該部分は，労働基準監督官と労働局担当官との申告処理に係るや

り取り，労働基準監督官と特定事業場担当者とのやり取り，労働基準

監督署の申告処理に係る対応方針等であって，審査請求人が知り得る

情報であるとは認められず，これを開示すると，労働基準監督機関に

おける申告処理に係る調査の手法・内容が明らかとなる情報であると

認められ，上記アと同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同

条５号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 通番５の不開示部分 

当該部分は，労働基準監督官が事業場担当者から聴取した内容，労

働基準監督官の申告処理に係る対応等であって，これを開示すると，

労働基準監督機関における申告処理に係る調査の手法・内容が明ら

かとなる情報であると認められ，上記アと同様の理由により，法１

４条７号イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判断す

るまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 通番６の不開示部分 

当該部分は，労働基準監督官と特定事業場担当者等とのやり取り，

労働基準監督官が事業場担当者等から聴取した内容であって，これ
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を開示すると，労働基準監督機関における申告処理に係る調査の手

法・内容が明らかとなる情報であると認められ，上記アと同様の理

由により，法１４条７号イに該当し，同条２号，３号イ及びロ並び

に５号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

  オ 通番８及び通番１０の不開示部分 

  （ア）通番８の１３９頁，１７４頁及び２４４頁の「労働者数」欄並び

に２４４頁の「家内労働委託業務」欄，「技能実習生」欄，「不法

就労者」欄，「ＥＰＡ」欄，「その他外国人」欄，「週所定労働時

間」欄及び「最も賃金の低い者の額」欄の各欄については，いずれ

も労働基準監督官が臨検監督を実施したことにより判明した被申告

事業場の内部情報であり，また，審査請求人が特定事業場を退職し

た日以降の情報であり，審査請求人が知り得る情報であるとは認め

られない。 

したがって，当該部分は，上記アと同様の理由により，法１４条

７号イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判断するま

でもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番８の１３９頁，１７４頁及び２４４頁の「署長判決」欄，２

４４頁及び２４５頁の「監督種別」欄，２４４頁の「監督年月日」

欄，「監督重点対象区分」欄及び「特別監督対象区分」欄並びに１

３９頁，１７４頁及び２４４頁，通番１０の１７６頁及び２４６頁

の「是正期日」欄の各欄に記載された内容は，いずれも審査請求人

が知り得る情報であるとは認められず，労働基準監督機関における

申告処理に係る調査の手法・内容が明らかとなる情報であると認め

られ，上記アと同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条

３号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とす

ることが妥当である。    

（ウ）通番８の１４０頁，１７５頁，２４４頁及び２４５頁の「参考事

項・意見」欄は，いずれも労働基準監督官が臨検監督を実施したこ

とによる事業場への指導内容等の行政措置に係る情報が記載されて

おり，審査請求人が知り得る情報であるとは認められず，労働基準

監督機関における申告処理に係る調査の手法・内容が明らかとなる

情報であると認められ，上記アと同様の理由により，法１４条７号

イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

（エ）通番１０の１７６頁の「違反事項」欄，２４６頁の交付年月日，

「違反事項」欄及び「受領年月日」欄の各欄に記載された内容は，

いずれも審査請求人が知り得る情報であるとは認められず，これ
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らを開示すると，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，法１４条３号イに該当し，同条３号ロ，５号及び７

号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（オ）通番１０の２０３頁，２０９頁及び２２３頁ないし２４１頁の文

書は，いずれも事業場から聴取した内容及び提出を受けた資料から

労働基準監督官が作成した文書であると認められ，審査請求人が知

り得る情報であるとは認められず，これらを開示すると，被申告事

業場の事業主を始めとする各事業主が，労働基準監督機関に対する

関係資料の提出等に非協力的となり，労働基準監督機関が行う検査

等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違

法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする

おそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条３号イ

及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

   カ 通番９及び通番１２の不開示部分 

当該部分は，面接者の職氏名並びに指導票，是正勧告書の受領者の

職氏名及び印影が記載されており，法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別

することができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれ

にも該当する事情は認められず，当該部分は，個人識別部分である

ことから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   キ 通番１１の不開示部分 

当該部分は，改善報告の期日及び指導事項に係る情報であり，審査

請求人が知り得る情報であるとは認められず，これを開示すると，

当該事業場に対する信用を低下させ，取引関係や人材確保等の面に

おいて，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

したがって，法１４条３号イに該当し，同条３号ロ及び７号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

  ク 通番１５の不開示部分 

当該部分は，いずれも被申告事業場から提出された文書及び労働基

準監督官が臨検監督において被申告事業場から収集した文書であり，

これらの文書が被申告事業場から提出された事実自体が，審査請求

人が知り得ることではなく，これらを開示すると，被申告事業場の
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事業主を始めとする各事業主が，労働基準監督機関に対する関係資

料の提出等に非協力的となり，上記オ（オ）と同様の理由により，

法１４条７号イに該当し，同条３号イ及びロ並びに５号について判

断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及び

ロ，５号並びに７号イに該当するとして不開示とした決定については，諮

問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表２の５欄に掲げる

部分は，同条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イのいずれにも該当せ

ず，開示すべきであるが，その余の部分は，審査請求人を本人とする保有

個人情報に該当しない，又は同条２号，３号イ及び７号イに該当すると認

められるので，同条３号ロ及び５号について判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別紙 

 

  平成２６年特定月Ａ頃から私が特定事業場の件で，特定労働基準監督署に

おいて，相談した内容について。調査結果やわたした資料等，きちんと見て

調べているか。監督官のミス連発に対してのｘや上司のｙ，特定役職Ｘのｚ，

特定役職Ｙ等の調査や報告，相談などや，私からの苦情に対してどう受け止

めているのかがわかる資料。 
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別表１ 

１ 

番号 

 

２ 諮問庁が保有個人情報の非該当を主張する部分 ３ 保有個人

情報該当性 文書

番号 

文書名 非該当部分 

１ ５ 担当官が作成又は収

集した文書 

・１２６頁 

・１７６頁及び２４６

頁の「是正確認」欄 

・２４７頁 

該当しない 

２ ６ 特定事業場から労働

基準監督署へ提出さ

れた文書 

・２４９頁 

・２５０頁 

・２５２頁 

該当しない 
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別表２   

１ 対象文書名及び頁 ２ 

通番 

３ 不開示部分を維

持する部分 

４ 根

拠条文 

（法１

４条） 

５ 開示す

べき部分 

番号 文書名 頁 

１ 労働相

談に係

る文書 

１，２，

５ないし

１２，１

４ないし

２９，３

５，３

６，５０

ないし６

５，６９

ないし７

５及び１

２７ない

し１３８ 

１ １頁の右上手書き部

分５文字目ないし８

文字目。６頁の「処

理結果１（完結）」

欄。９頁の右上手書

き部分１文字目ない

し４文字目。１１頁

の右上手書き部分５

文字目ないし８文字

目。１５頁の「処理

状況・意見」欄２行

目ないし４行目。１

９頁の「処理結果１

（完結）」欄。２２

頁の右上手書き部分

６文字目。２５頁の

「処理結果１（完

結）」欄。２７頁の

「処理状況・意見」

欄２行目ないし４行

目。５０頁の右上手

書き部分１文字目な

いし４文字目。５２

頁の右上手書き部分

５文字目ないし８文

字目。５９頁の「処

理状況・意見」欄２

行目ないし４行目。

６３頁の「処理結果

１（完結）」欄。７

０頁の「処理結果１

（完結）」欄。７４

７号イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・７５頁の

「相談内

容」欄２行

目ないし５

行目及び１

２行目ない

し１４行

目。 
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頁の「処理結果１

（完結）」欄。７５

頁の「相談内容」欄

２行目ないし５行目

及び１２行目ないし

１４行目。１２９頁

の右上手書き部分５

文字目ないし８文字

目。１３４頁の「処

理状況・意見」欄２

行目ないし４行目。

１３８頁の「処理結

果１（完結）」欄。 

２ ７５頁の「相談内

容」欄１１行目２１

文字目ないし４３文

字目。 

新たに

開示 

― 

２ 請求者

が提出

した資

料 

３，４，

１３，３

０ないし

３４，３

７ないし

４９，６

６ないし

６８，７

６ないし

９８，１

０４ない

し１２

５，１６

５ないし

１７３及

び１８９

ないし２

０１ 

３ 全部開示 ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申告処

理台帳

９９ない

し１０

４ ９９頁の「完結区

分」欄。１０１頁

５号及

び７号

・１４８頁

の「処理経
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及び続

紙 

３，１４

２ないし

１６４及

び２１０

ないし２

２２ 

「処理経過」欄の１

６行目。１０３頁の

「処理経過」欄２２

行目及び２３行目。

１４２頁の「完結区

分」欄。１４７頁の

「処理経過」欄１６

行目ないし１７行

目。１４８頁の「処

理経過」欄５行目な

いし７行目，２１行

目及び２２行目。１

５９頁の「処理経

過」欄２５行目ない

し２７行目。１６４

頁の「処理経過」欄

１行目ないし６行

目，８行目ないし１

０行目，１２行目な

いし１５行目及び１

７行目ないし１９行

目。２１２頁の「処

理経過」欄１行目な

いし３行目及び１１

行目ないし１３行

目。２２２頁の「処

理経過」欄５行目及

び６行目。 

イ 過」欄５行

目１文字目

ないし１８

文字目及び

３４文字目

ないし７行

目。 

５ １０２頁の「処理経

過」欄５行目ないし

１５行目。１４５頁

の「処理経過」欄１

行目ないし２５行

目。１４７頁の「処

理経過」欄５行目な

いし１４行目。１４

９頁の「処理経過」

３号イ

及び

ロ，５

号並び

に７号

イ 

 

 

 

・１０２頁

の「処理経

過」欄５行

目９文字目

ないし１８

文字目，１

１行目７文

字目ないし

１２行目及
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欄４行目ないし６行

目。１５０頁の「処

理経過」欄２１行目

ないし２６行目。１

５３頁の「処理経

過」欄１行目ないし

２４行目，２６行目

及び２７行目。１５

６頁の「処理経過」

欄 1 行目ないし１９

行目，２１行目及び

２２行目。１５９頁

の「処理経過」欄２

９行目ないし３２行

目。１６３頁の「処

理経過」欄５行目及

び６行目。２１６頁

の「処理経過」欄２

０行目ないし２２行

目。 

 

 

 

 

 

 

び１４行目

８文字目な

いし１５行

目 

 

・１４５頁

の「処理経

過」欄３行

目５文字目

ないし４行

目３５文字

目，５行目

２０文字目

ないし４０

文字目，１

７行目３６

文字目ない

し１８行目

６文字目及

び２０行目

１４文字目

ないし２４

文字目。 

 

・１４９頁

の「処理経

過」欄４行

目１文字目

ないし９文

字目及び２

４文字目な

いし３４文

字目 

 

・１５６頁

の「処理経

過」欄１９
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行目７文字

目ないし１

５文字目。 

 

・１５９頁

目３１行目

８文字目な

いし２０文

字目及び３

２行目１５

文字目ない

し２６文字

目。 

 

・１６３頁

の「処理経

過」欄５行

目１１文字

目ないし６

行目。 

６ １４４頁の「処理経

過」欄２９行目及び

３０行目。１５０頁

の「処理経過」欄９

行目ないし１３行

目。１５２頁の「処

理経過」欄２１行目

ないし２４行目。１

６０頁の「処理経

過」欄９行目ないし

２１行目。２１５頁

の「処理経過」欄１

行目ないし３０行

目。２１６頁の「処

理経過」欄１行目な

いし１８行目。２１

８頁の「処理経過」

２号，

３号イ

及び

ロ，５

号並び

に７号

イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１６０頁

の「処理経

過」欄９行

目１文字目

ないし１６

文字目及び

２１文字目

ないし２６

文字目。 

 

・２１５頁

の「処理経

過」欄１行

目９文字目

ないし１８

文字目及び

１６行目な
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欄２１行目ないし２

５行目及び２９行目

ないし３２行目。２

１９頁の「処理経

過」欄１行目，２行

目，５行目及び６行

目。 

 いし１７行

目２３文字

目。 

７ ２１０頁の「完結区

分」欄。 

新たに

開示   

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督復

命書及

び続紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３９，

１４０，

１７４，

１７５，

２４４及

び２４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ １３９頁の「労働者

数」欄，「署長判

決」欄及び「是正期

日」欄１枠目。１４

０頁の「参考事項・

意見」欄７行目ない

し１１行目。１７４

頁の「労働者数」

欄，「署長判決」欄

並びに「是正期日」

欄１枠目及び２枠

目。１７５頁の「参

考事項・意見」欄１

４行目ないし２２行

目。２４４頁の「監

督種別」欄，「監督

年月日」欄，「労働

者数」欄，「家内労

働委託業務」欄，

「監督重点対象区

分」欄，「特別監督

対象区分」欄，「技

能実習生」欄，「不

法就労者」欄，「Ｅ

ＰＡ」欄，「その他

外国人」欄，「週所

定労働時間」欄，

「最も賃金の低い者

３号イ

及び

ロ，５

号並び

に７号

イ 

・１４０頁

７行目１７

文字目ない

し８行目７

文字目及び

９行目４文

字目ないし

１０行目。 

 

・１７５頁

の「参考事

項・意見」

欄１５行目

ないし１６

行目５文字

目，１９行

目２０文字

目ないし２

６文字目及

び２１行目

１６文字目

ないし２２

文字目。 
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の額」欄，「署長判

決」欄，「参考事

項・意見」欄１行目

２７文字目ないし２

行目３文字目及び３

行目ないし５行目並

びに「是正期日」欄

１枠目ないし３枠

目。２４５頁の「監

督種別」欄及び「参

考事項・意見」欄１

行目ないし４行目。 

９ １３９頁の「面接者

職氏名」欄。１７４

頁の「面接者職氏

名」欄。２４４頁の

「面接者職氏名」

欄。 

２号 なし 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当官

が作成

又は収

集した

文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４１，

１７６，

２０２，

２０３，

２０９，

２２３な

いし２４

１及び２

４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ １７６頁の「違反事

項」欄（４行目４文

字目ないし７文字目

を除く。）及び「是

正期日」欄。２０３

頁，２０９頁及び２

２３頁ないし２４１

頁の対象文書全体。

２４６頁の交付年月

日，「違反事項」

欄，「是正期日」欄

及び「受領年月日」

欄。 

３号イ

及び

ロ，５

号並び

に７号

イ 

なし 

１１ １４１頁の改善報告

の期日及び「指導事

項」欄。２０２頁の

改善報告の期日及び

「指導事項」欄。 

３号イ

及びロ

並びに

７号イ 

 

１４１頁の

「指導事

項」欄 

１２ １４１頁の「受領者 ２号 なし 
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職氏名」欄。１７６

頁の「受領者職氏

名」欄。２０２頁の

「受領者職氏名」

欄。２４６頁の「受

領者職氏名」欄。 

 

１３ ２４６頁の「法条項

等」欄。 

新たに

開示 

― 

１４ １４１頁及び２０２

頁（通番１１及び通

番１２を除く。）。 

新たに

開示 

― 

６ 特定事

業場か

ら労働

基準監

督署へ

提出さ

れた文

書 

１７７な

いし１８

８，２０

４ないし

２０８，

２４２，

２４３，

２４８及

び２５１ 

１５ １７７頁ないし１８

８頁，２０４頁ない

し２０８頁，２４２

頁，２４３頁，２４

８頁及び２５１頁の

対象文書全体。 

３号イ

及び

ロ，５

号並び

に７号

イ 

 

なし 

 

※  対象文書には頁番号は付番されていないが，文書番号１ないし文書番号６

の１枚目ないし２５２枚目に１頁ないし２５２頁と付番したものを「頁」と

して記載している。 

 


